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独立行政法人大学評価・学位授与機構が実施した法科大学院認証評価について       

 

１ 評価の目的 

ה  ₈ ₉≤™℮⁹ ⅜⁸ ╩ ↄ ⅛╠─ ╘

⌐ ∂≡⁸ ⌐ ⇔≡ ∆╢ ₈ ₉≤™℮⁹ ⌐⅔™≡│⁸ ⅜ ─

─ ─ ─ ┘ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸∕─ ≢ ⌂ ⌐ ∆╢↓≤╩ ≤⇔≡™

╕∆⁹ ⌐│⁸ ─↓≤╩ ⇔╕∆⁹ 

   ─ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ╩ ⌐ ⇔⁸ ─

⅜ ⌐ ⇔≡™╢⅛ ⅛─ ╩∆╢↓≤⁹ 

 ─ ─ ⌐ ≡╢√╘⁸ ─ ⌐≈™≡

⌂ ╩ ⇔⁸ ╩ ⌐ⱨ▫כ♪Ᵽ♇◒∆╢↓≤⁹ 

  ─ ⌐≈™≡⁸ ↄ ─ ≤ ⅜ ╠╣╢╟℮ ┘ ⇔≡™ↄ√╘⁸

─ ─ ╩ ⌐ ╠⅛⌐⇔⁸∕╣╩ ⌐ ∆↓≤⁹ 

 

２ 評価のスケジュール 

│⁸ ⅛╠ ≤⇔≡ ↕╣√↓≤╩ ↑⁸ ╩ ↄ ה ה

─ ⌐ ⇔⁸ ─ ה╖ ⌐≈™≡─ ⁸ ─

⌂≥⌐≈™≡ ╩ ⇔√ ≢⁸ ╩ ↄ ⅛╠─ ╩ ↑ ↑⁸ ─

╩ ↑√ ⁸ ╩ ⇔╕⇔√⁹ 

─ ╩ ↑√ ─ ⁸│≡™≈⌐ꜟכꜙ☺◔☻─ ─≤⅔╡≢∆⁹ 

 

25  ─  

  

ה ↔≤─ ─  

ה ─  

  

ה ≤ ─ ≤─ ─  

  

ה ⌐╟╢ ─  

 

ה ⌐╟╢ ─ ה  

   10 11  ─         

12   

ה ─  

26  ⁸  

ה ─ ╡╕≤╘ 

╩ ╩ ↄ ⌐  

         

ה ─  
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３ 法科大学院認証評価委員会委員及び専門委員（平成26年３月現在） 
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Ⅰ 認証評価結果 

 

│⁸ ה ⅜ ╘╢

⌐ ⇔≡™╢⁹ 

 

─ ⌂ ╣√ ≤⇔≡⁸ ─↓≤⅜ →╠╣╢⁹ 

ủ ≤ ⌂ ╩ ∆╢ ⌐≈™≡⁸ ⅜17 ─ ╩ ⇔≡™╢⁹ 

ủ ─ ─ ─ ⌐ ∆╢↓≤╩ ≤⇔≡◘Ᵽ♥▫◌ꜟ ⅜ ↕╣≡⅔╡⁸ ⌐

─ ⅜ ⅎ╠╣≡™╢⁹ 

ủ ⌐⁸ ─ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ ⅎ√ ⅜ ↕╣≡™╢⁹ 

 

─ ⌂ ∆═⅝ ≤⇔≡⁸ ─↓≤⅜ →╠╣╢⁹ 

ủ ⌐⅔™≡⁸ ⌐ ⅜ ∏⇔╙ ⌐ ↕╣≡™⌂™↓≤⅛╠⁸ ⌐№╠

⅛∂╘ ↕╣╢╟℮ ∆╢ ⅜№╢⁹ 

ủ ─ ⌐≈™≡⁸ ⌐⅔™≡⁸ ─ ⅜ ⌐ ™╙─⅜№╡⁸╕

√⁸ ─ ⌐⅔™≡⁸ ╛ ─ ⅜ ≤⌂− ├ fi
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Ⅱ 章ごとの評価 

 

第１章 教育の理念及び目標 

 

１ 評価 

第１章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

 ─ ┘ ⅜ ⌐ ↕╣⁸⅛≈⁸ ⌐ ↕╣≡™╢↓≤⁹ 

 ─ ה │⁸₈ᵑ ™ ≤ ╣√ ╩ ⅎ√ ─ ⁸ᵒ ™ ≤
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第２章 教育内容 

 

１ 評価 

第２章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

 

⅜⁸ ≤ ─ ⌐ ⇔≈≈⁸ ≤⇔≡─ ⌐ ⌂ ⌂ ⁸

⁸ ⁸ ╩ ↕∑╢≤≤╙⌐⁸ ⅛⌂ ┘⌐ ≤⇔≡─ ┘ ╩ ∆

╢╟℮ ⌐ ↕╣≡™╢↓≤⁹ 

 │⁸ ┘ ≤ ⌐ ↕╣√₈ⱪ꜡☿☻₉≤⇔≡─ ─√╘

─ ╩ ╘╢╙─≢№╡⁸∕─ │⁸ ⌐ ⇔√ ⌐┤↕╦⇔™ ה

ה ≢ ≤ ─ ⅜ ⅛≈ ⌐ ╦╣╢╟℮ ↕╣≡™╢⁹∆⌂╦

∟⁸ ה ╩ ⌐ ∆╢√╘⌐⁸ ה ⌐ ╩ ⇔≡ ╩

⇔⁸ ⌐ ╗ ≢─ ⌂ ╩ ↕∑≡™╢⁹∕─ ⁸∕℮⇔√ ─ ⅜ ⌂ↄ

⌐⌂↕╣╢╟℮⁸ ⌐│ ─ ╩ ⇔⁸ ⌐│∕─ ╩ ⇔≡™

╢⁹╕√⁸ ─ ╩ ⇔√ ⅛╠ ╩ ∆╢↓≤⌐╟╡⁸ ┘

─ ─ ⁸ ─ ⁸ ≤ ⌐ ∆╢ ─ ┼≤ ⌂ↄ

⅜≢⅝╢╟℮⌐ ╩ ⇔≡™╢⁹↕╠⌐⁸ ⌐ ╩ ∆╢↓≤⌐╟

╡⁸ ה ⌐≈™≡ ⌂ ╩ ≡⁸ ⌂ ה ╩ ⇔√ ≢ ⌐ ╘╢

╟℮⌐⇔≡™╢⁹ ה ⌐≈™≡│⁸∕─ ⌐⅛╪⅜╖⁸ ⅛╠ ≤∆╢

≢⁸ ה ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ה ⌐ ∆╢↓≤⌐╟╡ ה ─ ה

⅜ ⌂ↄ☻ⱶ⁸≤⌂╢™≡⇔⌐℮╟╢╣↕⌂⌐☼כ ≤⇔≡─ ⌐ ⌂ ⁸ ⁸
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─ ⌐ →╢ ⅜ ↕╣≡™╢↓≤⁹ 

 

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⌐ ∆╢ ─ ╩™℮⁹  

 

≤⇔≡─ ┘ ∕─ ─ ⌐ ∆╢ ⌂ ─ ╩™℮⁹  

ה  

⌐ ∆╢ │ ≤ ╩ ∆╢ ─ ╩™℮⁹  

ה  

ה ⌂ ⌐ ∆╢ ⁸∕─ ─ ⌐ ∆╢ ⌂ ─ ≢№∫≡⁸

─╙─╩™℮⁹  
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─ ─∆═≡⌐╦√∫≡ ─ ⌐ ∂≡ ≤ ╘╠╣╢ ─

⅜ ↕╣≡™╢↓≤⁹╕√⁸ ─ ─ ┘ ⌐ ╠⇔≡⁸ ⁸ ┘

─ ⅜ ⌐ ╦╣⁸ ⌐╟╢ ⌐ ∆╢╟℮ ⌐╦√∫≡ ⌐ ↕╣≡™

╢↓≤⁹ 

 ⌐⅔™≡│⁸ ─ ⌐ ∂√ ⅜ ↕╣≡™╢≤≤╙⌐⁸ ⁸

┘ ─ ⅜ ╦╣⁸ ⌐╟╢ ⌐ ∆╢╟℮ ⌐╦√∫≡

↕╣≡™╢⁹ 

 

 

⌐ ╘╢ ⌐≈™≡│⁸ ─ ⌐ →╢ ─ ╩ ≤

⇔≡ ∆╢↓≤╩ ≤⇔⁸ ╩ ⅎ≡ │ ╩ ∆╢ ⌐│⁸

╩╙∫≡ ─ ≤∆╢⁹√∞⇔⁸ ⌐ ↕╣╢ ⌐≈™≡│⁸ ⌐

╩ ≤⇔≡ ≤∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

│ ⌐ ∆╢ ─ ╩™℮⁹        10  

⁸ │ ⌐ ∆╢ ─ ╩™℮⁹   32  

│ ⌐ ∆╢ ─ ╩™℮⁹           12  

 ⌐⅔™≡│⁸ ⌐≈™≡⁸∕─ ⅜⁸ 14 ⁸

34 ⁸ 14 ─ 62 ≤↕╣≡⅔╡⁸↓─℮∟ │⁸ ─

─ ⌂ ╩ ∆╢╙─≤⇔≡⁸ ⌐ ↕╣╢ ⌐ √

╢ ≢№╢≤↕╣≡™╢⁹ 

 

 

⌐ ╘╢ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ →╢ ⅜ ≤⇔≡

↕╣≡™╢↓≤⁹ 

▪ ≤⇔≡─ ╛ ╩ ∆╢↓≤╩ ≤∆╢  

▬ ┘ ⌐ ∆╢ ⌂ ╩ ╗ ─ ╩ ≤∆╢  

 

► ⌐ ∆╢ ⌂ ╩ ╗ ─ ╩ ≤∆╢  

⌐ →╢ ─╒⅛⁸ ⌐ ∆╢ ─ ∕─ ─ ≤⇔≡─ ┘

╩ ↕∑╢√╘⌐ ⌂ ╩ ∆╢ ─℮∟⁸ ⅜ │ ≤↕╣≡™╢

↓≤⁹ 

▪  

ה ─ ▬꜠ⱪꜟכ꜡⁸≡™≈⌐ ─◦Ⱶꜙ꜠כ◦ꜛfi ⌐╟∫≡ ⌐

↕∑⁸ ─ ╩ ⌐ ↑↕∑╢  

 ◓fiꜞꜘכ꜡ ▬

≤─ ה ה ─ ╛⁸ ה ה ─ ─ ≤

╙╩▬꜠ⱪꜟכ꜡⁸╩ ╡ ╣≡ ┌∑⁸ ─ ╩ ↕∑╢  

► ◒ꜞ♬♇◒ 
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─ ─╙≤⌐⁸ ⁸ ─ ⅝ ╡⁸ ─ ⁸ ─ ⁸

─ ╩ ⌐ ⇔≡ ┌∑╢  

 fi◦♇ⱪכ♃☻◒◄ ◄
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╩ ∆╢⌂≥⁸ ⌐╟╢ ה ⌂ ╩ ℮ ⅜ ↕╣≡™╢⁹╕√⁸

─ ⌐⅔™≡╙⁸ ─ ™ ⅜ ╦╣≡™╢⁹ 

 ─ fi◦♇ⱪ₉⌐⅔™≡│⁸כ♃☻◒◄₈ ⌐╟╢ ─ ─

─╒⅛⁸ ⌐ ∆╢ ⅜ ╦╣≡™╢⁹↕╠⌐⁸ ─ ⅜ ─
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 ⌐⅔™≡│⁸ ╩ ∆╢⌐ √∫≡ ⅜ ⌐ ⇔⌂™ ⌐ ⇔⁸

─ ─ ╩ ∆╢ ⅜ ↕╣≡⅔╡⁸ ⌐⅔↑╢ ⌐ ╠

⇔≡⁸ ⁸ ┘ ╩ √↕∏⌐ ≤⌂∫√ ─ ╩ ∆╢ ─

─ ™ ⅜ ⌐↕╣⁸↓╣╠│ ⌐ ↕╣≡™╢╒⅛⁸ ─●▬♄fi☻⌐⅔™

≡ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ 

 

 

─ ⅜⁸ ─ ╩ √⇔≡™╢↓≤⁹ 

╩ ⅎ╢ ╩ ╘╢ ⁸ │ ─ ─ ⌐№∫≡│⁸

⇔⁸93 ╩ ⇔≡™╢↓≤⁹ 

↓─ ⌐⅔™≡⁸ ⌐ →╢ ™╩∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

▪ ≢№╢≤─ ⅛╠⁸ ─ ─ ╩ ╗⁹⌐⅔™≡ ⇔√ ⌐≈™

≡ ⇔√ ╩⁸30 ╩ ⅎ⌂™ ≢⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐╟╡ ⇔

√╙─≤╖⌂∆↓≤⁹ 

√∞⇔⁸93 ╩ ⅎ╢ ─ ╩ ─ ≤∆╢ ⌐№∫≡│⁸∕─ ⅎ╢ ─

⌐ ╡30 ╩ ⅎ≡╖⌂∆↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

▬ ≢№╢≤─ ⅛╠⁸ ⌐ ∆╢ ⌐ ⌐⅔™≡ ⇔√

⌐≈™≡ ⇔√ ╩⁸▪⌐╟╢ ≤ ╦∑≡30 ▪─√∞⇔ ⌐╟╡30 ╩ ⅎ≡╖

⌂∆ ╩ ↄ⁹ ╩ ⅎ⌂™ ≢⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐╟╡ ⇔√╙─

≤╖⌂∆↓≤⁹ 

╕√⁸ ⌐ ╘╢≤↓╤⌐╟╡⁸ ⌐ ∆╢ ⌐ ⇔√ 102
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エ 法律実務基礎科目 

オ 基礎法学・隣接科目 

カ 展開・先端科目 

10単位

４単位

12単位

（３）法律基本科目以外の科目の単位を、修了要件単位数の３分の１以上修得していること。ただし、基準

２－１－５のただし書による単位数については、本号の修了要件単位数に算入しないことができる。 

当該法科大学院における修了要件は、３年以上在籍し、98単位以上を修得することとされている。 

 この場合において、教育上有益であるとの観点から、他の大学院等において履修した授業科目について

修得した単位を、合計14単位を超えない範囲で、当該法科大学院における授業科目の履修により修得した

ものとみなすことができるとされている。 

 当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者（法学既修者）について

は、１年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、他の大学院等において履修した授業科目

について修得した単位と合わせて、35単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したもの

とみなすこととされている。 

 各科目の修了要件単位数は、法律基本科目のうち公法系科目14単位、民事系科目34単位、刑事系科目

14単位、法律実務基礎科目12単位、基礎法学・隣接科目４単位、展開・先端科目20単位（ただし、１年

次に授業科目「実定法基礎」を履修した者については18単位）を修得することとされている。 

 修了要件単位数全体に対する法律基本科目以外の科目に関する修了要件単位数の割合については、３分

の１以上が確保されている。 

 

４－２－２ 修了の認定に必要な修得単位数は、102 単位が上限とされていること。ただし、基準２－１－５のただし書に

よる単位数については、102単位の上限を超えることができる。 

 当該法科大学院における修了の認定に必要な修得単位数は、上限として定められている単位数を超えて

いない。 

 

４－３－１ 法科大学院が、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有する者であると認める（いわゆ

る法学既修者として認定する）に当たっては、適切に法律科目試験が実施されるとともに、その他の教育上適切

な方法がとられていること。  

法学既修者認定試験の実施に当たっては、各出題委員が各科目を専門とする委員以外の教員と協議し、

当該大学法学部の期末試験と出題が重ならないよう配慮して問題を作成し、採点についても、匿名性を確

保するなど、当該大学出身の受験者と他大学出身の受験者との間で、出題及び採点において公平を保つこ

とができるような措置が講じられている。 

 法学既修者認定試験は、第２次選抜試験（法律科目試験）として、公法系（憲法及び行政法）、民事法系

（民法及び商法）、刑事法系（刑法）について論述試験が実施され、法科大学院全国統一適性試験及び書類

審査と総合し、合格した者を法学既修者として認定することとされている。 

 法学既修者として認定された者について履修免除が認められる授業科目については、これらの法律科目

試験の対象となった分野に限定されている。 

 また、法学既修者としての認定は、法学未修者１年次に配当される法律基本科目すべての単位を一括し

て免除する方法で行われている。 
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 ⌐ ⇔≡│⁸ ─ ─ ╩ ╘⁸32 ╩ ⇔√╙─≤╖⌂⇔≡⅔╡⁸

─ │⁸ ⇔√╙─≤╖⌂↕╣╢ ≤─ ╩ ⌐ ⇔√╙─≤⌂∫≡™╢⁹ 

 

─ ╩ ⇔⁸₈ ─∆═≡─ ╩ √⇔≡™╢⁹₉≤ ∆╢⁹ 

 

２ 指摘事項 

【改善すべき点】 

ủ ─ ⌐≈™≡⁸ ⌐⅔™≡⁸ ─ ⅜ ⌐ ™╙─⅜№╡⁸╕

√⁸ ─ ⌐⅔™≡⁸ ╛ ─ ⅜ ≤⌂∫≡™╢╙─⅜№╢√╘⁸

╛ ─ ─ ╡ ⌐≈™≡⁸↕╠⌂╢ ה ╩ ╢≤≤╙⌐⁸∕─ ⌐≈™≡⁸

⌐ ∆╢ ⅜№╢⁹ 

ủ ⌐⅔™≡⁸ ⌐⅔↑╢ ─ ╩ ⅎ╢ ⅜ ↑╠╣≡™╢↓≤⅛╠⁸

⌐⅔™≡│⁸№╠⅛∂╘ ⌐ ↕╣√ ⌐⅔↑╢ ╩ ∆╢╟℮ ⌐

∆╢ ⅜№╢⁹ 
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第６章 入学者選抜等 

 

１ 評価 

第６章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

 │⁸ ⁸ ┘ ─ ╩ ≤⇔≡⁸ ─ ─ ┘ ⌐ ╠⇔

≡⁸▪♪Ⱶ♇◦ꜛfiהⱳꜞ◦כ ╩ ⇔⁸ ⇔≡™╢↓≤⁹╕√⁸ ⌐ ⇔≡⁸

↓╣≤≤╙⌐ ⌂ ╩ ⌐ ∆╢╟℮ ╘≡™╢↓≤⁹ 

 ⌐⅔™≡│⁸▪♪Ⱶ♇◦ꜛfiהⱳꜞ◦⁸≡™≈⌐כ ⁸ ⁸ ─ ╩

≤⇔≈≈⁸ ⅜ →╢ ה ⌐ ╠⇔⁸₈ ⌐ ∆╢ ⌐│⁸

╕∏ ≢ ∆╢√╘─ ⌂ ≤⇔≡⁸ ™ ⌐╟∫≡ ⅎ╠╣√ ≤ ⁸

─ ┘ ╩ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔≡™╢↓≤⅜ ╘╠╣╕∆⁹∕⇔≡⁸∕╣╩

⌐⁸ ╩ ∆─⌐ ⌂⁸ ╛ ⌐ ≢⁸ ה ⌐ ∆╢ ™ ╩ ∟⁸∕↓≢

∂≡™╢ ╩ ⇔⁸↓╣╩ ⌐ ≢⅝╢ ⌂ ╩ ⇔≡™⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹↓╣╠│⁸

≢ ⇔√ ╩ ╦∏⁸∆═≡─ ⌐ ⌐ ╘╠╣╢ ≢∆⁹ 
 ↓╣⌐ ⅎ≡⁸ ≢☻כ◖ ∆╢√╘⌐│⁸ ─ ⌂ ─☻כ◖

≢ ↕╣≡™╢ ⌐ ⌐≈™≡ ⌐ ⌂ ╩ ⇔≡™⌂↑╣┌⌂╡╕∑╪⁹ 
 ─ ⅜ ╡№╢╙─≤⌂╢√╘⌐│⁸ ⌂ ╛Ᵽ♇◒ה◓ꜝ►fi♪╩ ∆╢

⅜ ⇔≡⁸ ™⌐ ∆╢↓≤⅜ ≤™ⅎ╕∆⁹ ╩ ∆╢⌐│⁸ ─╒⅛⌐

╙ ⁸ ─ ⅜ ⌂ ⁸ ─ ╛Ⱳꜝfi♥▫▪ ─ ╩ ∆╢

⅜ ╕╣╢↓≤⅜ ╕⇔™≤ ⅎ≡™╕∆⁹₉≤⇔≡ ↕╣⁸►▼Ⱪ◘▬♩⁸Ɽfiⱨ꜠♇♩ ┘

╩ ∂≡ ↕╣≡™╢⁹╕√⁸ ⌐ ⇔≡⁸ ה ╛ ─ ─ ⌂

⅜⁸ ⁸►▼Ⱪ◘▬♩⁸Ɽfiⱨ꜠♇♩ ┘ ╩ ∂≡ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ 

 

 ⌐│⁸ ─ ┘ ─ ⁸∕─ ─ ⌐ ╢ ─ ⌐ ╢

╩ ╗⁹ ╩ ℮√╘─ №╢ ⅜ ↕╣≡™╢↓≤⁹ 

 ⌐⅔™≡│⁸ ─ ┘ ─ ⁸∕─ ─ ⌐ ╢ ╩ ℮√

╘─ №╢ ≤⇔≡⁸₈ ₉⅜ ↕╣⁸ ─ ─ ⁸

─ ⌐≈™≡ ╩ ℮ ⅜≤╠╣≡⅔╡⁸ │⁸ ⅜ ℮↓≤≤↕

╣≡™╢⁹ 

 

 ─▪♪Ⱶ♇◦ꜛfiהⱳꜞ◦כ⌐ ╠⇔≡⁸ ⌐⅔↑╢ ┘ ⅜ ↕╣≡™

╢↓≤⁹ 

 ⌐⅔™≡│⁸ ⌐ ∆╢ ╩ ↑╢⌂≥─ ⅜ ∂╠╣≡™⌂

™≤≤╙⌐⁸ ⌐⅔↑╢ ⁸ ⁸ ─ ┘ ─ ⁸

─ ה ה ⁸ ⁸ ה ה ⁸ ⅜

↕╣≡⅔╡⁸╕√⁸ ⌐ ⅜™─№╢ ⌐ ⇔≡│⁸ ╩ ∂≡ ⌐ ╢ ⅜

↕╣⁸ ⇔ↄ ─ ⅜ ↕╣≡™╢╒⅛⁸ ─ ⌐│⁸ ⅜™─№╢ ⌐ ⇔≡⁸
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─ ╛ ─ 1.3 ⁸ ⅜™─ ╛ ⌐ ∂√ ╛

⅜ ∂╠╣≡⅔╡⁸▪♪Ⱶ♇◦ꜛfiהⱳꜞ◦כ⌐ ╠⇔≡⁸ ⌐⅔↑╢ ┘ ⅜

↕╣≡™╢⁹ 

 

 

⌐ √∫≡│⁸ ⌐⅔™≡ ╩ ↑╢√╘⌐ ⌂ ─ ┘ ⅜ ⅛

≈ ⌐ ↕╣≡™╢↓≤⁹ 

 ⌐⅔™≡│⁸ ⌐ √∫≡⁸ ╩ ™≡⁸ ─

≤⇔≡ ↕╣╢ ⁸ ⁸ ⁸ ⅜ ⅛≈ ⌐ ↕╣≡⅔╡⁸

⌐⅔™≡⁸ ☻כ◖ ☻כ◖ ⌐≈™≡│ ⁸ ☻כ◖ ☻כ◖ ⌐

≈™≡│ ╩ ∆↓≤⌐╟╡⁸ ⌐⅔™≡ ╩ ↑╢√╘⌐ ⌂ ─

┘ ⅜ ⅛≈ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ 

 

 ⌐ √∫≡│⁸ ⌂ │ ╩ ∆╢ ╩ ↕∑╢╟℮ ╘≡™╢↓≤⁹ 
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─ ╩ ⇔⁸₈ ─∆═≡─ ╩ √⇔≡™╢⁹₉≤ ∆╢⁹ 

 

２ 指摘事項 

⌐⌂⇔⁹ 
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第７章 学生の支援体制 

 

１ 評価 

第７章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

 ─ ─ ┘ ⌐ ╠⇔≡⁸ ⅜ ─ ⌐ ⇔≡ ─ ╩ →╢↓≤

⅜≢⅝╢╟℮⁸ ─ ⅜ ⌐ ↕╣≡™╢↓≤⁹ 

 ⌐⅔™≡│⁸ ה ⌐ ╠⇔≡⁸ ⅜ ─ ⌐ ⇔≡ ─ ╩

→╢↓≤⅜≢⅝╢╟℮⁸ ─●▬♄fi☻╛◒ꜝ☻ ⁸ ⁸ ⌐╟╢ ה

ה ⁸○ⱨ▫☻▪꞉כ╛▪◌♦Ⱶ♇◒ה◌►fi☿ꜝכ⌐╟╢ ⁸↕╠⌐│ ╩ꜟכ♠ ™√

ה ─ ⌐╟∫≡⁸ ─ ⅜ ↕╣≡™╢╒⅛⁸ ⌐ ⇔≡⁸

⅛╠ ⅜ ⌐ ╦╣╢╟℮⁸ ┘ ⌐ ●▬♄fi☻╩ ∆╢⌂≥⁸ ─

⅜⌂↕╣≡™╢⁹ 

 ⌐ ⇔≡│⁸ ⌐ ↕╣╢ ─ ⅜ ⌐ ╦╣╢╟℮⁸ ⌐

⇔≡ ↕╣╢ ─ ╩ ∆╢√╘─ ≤⇔≡ ₈ ₉╩ ≤⇔

≡ ⇔⁸ ╩ ⇔≡™╢⁹╕√⁸ ─ ⌐ ╩⅔™√●▬♄fi☻

╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌐⅔™≡ ╩ ∆╢⌂≥⁸ ⌐⅔™≡ ─ ⅜⌂

↕╣≡™╢⁹ 

 ╕√⁸○ⱨ▫☻▪꞉כ⅜ ⌐ ≢⅝╢╟℮⁸ ─○ⱨ▫☻▪꞉כ─ ╛ ─ ⅜

⌐ ↕╣⁸ ⌐ ↕╣≡™╢⁹ 

 ↓─╒⅛⁸ ─ ╡⌂⌐כ♃כꜙ♅⅜ ⁸ ⁸ ⁸ ┘ ─

⌐≈™≡ ⅜ ╦╣≡™╢╒⅛⁸ ⌐ ∆╢ ₈ ₉⁸₈

з₉⁸₈ и₉ ┘₈ ₉⌐⅔™≡⁸ ⅛

⌂ ⌐╟╢ ┼─ ╛ ─ ⌐╟╡⁸ ╩ ⇔≡™╢⁹╕√⁸

─ ⌐☻כ◖ ∆╢ ≡⇔≥♩fi♃☻◦▪ה◓fi♅כ▫♥⁸⅜ ⌐№√

╢⌂≥⁸ ⌐╟╢ ─ ⌐ ╘≡™╢⁹ 

 

 ⅜ ⌐ ─ ─ ⌐ ≢⅝╢╟℮⁸ ─ ┘ ⌐ ∆╢

─ ⌐ ╘≡™╢↓≤⁹ 

 ⌐⅔™≡│⁸ ─ ⌐≈™≡⁸ ⌐╟╢

⌐ ∆╢ ─ ⅜⌂↕╣╢≤≤╙⌐⁸ ה ─ ┘ ⅜ ↕╣≡™╢⁹ 

 ⌐ ∆╢ ⌐≈™≡│⁸₈ ₉⌐⅔↑╢ ⌐╟╢ ⁸ ⌐╟╢

─╒⅛⁸₈ ☿fi♃⁸╙≢₉כ ⁸ⱷfi♃ꜟⱫꜟ☻ ⌐⅔™≡∕╣∙╣

─ ⁸ ⅜ ⌐ ∂≡™╢⁹╕√⁸ Ɫꜝ☻ⱷfi♩⌐≈™≡│ ─ ≤⇔

≡₈Ɫꜝ☻ⱷfi♩ ☿fi♃₉כ⅜ ↕╣≡™╢⌂≥⁸ ⌂ ה ⅜ ↕╣≡™╢⁹ 
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 ⌐⅔™≡│⁸ ─ ─ ─ ⌐ ∆╢↓≤╩ ≤⇔≡◘Ᵽ♥▫◌ꜟ ⅜

↕╣≡⅔╡⁸ ⌐ ─ ⅜ ⅎ╠╣≡™╢⁹ 

 

 ─ ─ ┘ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌂ ┘ ╩ ∆╢ ⅜ ⌐

⅛╣≡™╢↓≤⁹ 

 ⌐⅔™≡│⁸ ─ ┘ ─ ╩ ∆╢√╘⁸►▼Ⱪ◘▬♩╛₈

◦ꜝⱣ☻◦☻♥ⱶ₉─ ה ┘ ╩ ⇔√ ─ ─ ╩ ℮ ─╒⅛⁸

⌐ ∆╢ ─ ╩ ℮ ┘ ⁸∕─ ╩ ∆╢ ⁸►▼Ⱪ◘▬♩

╩ ⇔√ ─ꜟכ♠ ╩ ℮ ⅜ ↕╣≡™╢⁹ 

 

─ ╩ ⇔⁸₈ ─∆═≡─ ╩ √⇔≡™╢⁹₉≤ ∆╢⁹ 

 

２ 指摘事項 

【優れた点】 

ủ ≤ ⌂ ╩ ∆╢ ⌐≈™≡⁸ ⅜17 ─ ╩ ⇔≡™╢⁹ 

ủ ─ ─ ─ ⌐ ∆╢↓≤╩ ≤⇔≡◘Ᵽ♥▫◌ꜟ ⅜ ↕╣≡⅔╡⁸ ⌐

─ ⅜ ⅎ╠╣≡™╢⁹ 
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第10章 施設、設備及び図書館等 

 

１ 評価 

第10章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

10  ⌐│⁸∕─ ⌐ ∂⁸ ⌐╟╢ ┘ ┘⌐ ─ ∕─ ─ ⌐

⌂ ⁸ ⁸ ┘ ─ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ∕─ ─ ⅜ ⅎ╠╣≡™╢

↓≤⁹ 
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第11章 自己点検及び評価等 

 

１ 評価 

第11章のすべての基準を満たしている。 

 

【根拠理由】 

11  

─ ─ ╩ ╡⁸ ─ ╩ √∆√╘⁸ ╠ ┘

₈ ┘ ₉≤™℮⁹ ╩ ∆╢√╘─ ⌂ ⅜ ↕╣⁸ ─ ─ ┘

─ ∕─ ─ ⌐≈™≡⁸ ⌂ ⅜ ↕╣⁸∕╣⌐ ≠™≡ ┘

⅜ ↕╣⁸∕─ ⅜ ─ ─ ⌐ ↕╣≡™╢↓≤⁹ 

 ⌐⅔™≡│⁸ ─ ╩ ╡⁸ ╩ √∆√╘⌐ ╠ ┘

╩ ℮ ≤⇔≡₈ ₉⅜ ↕╣⁸₈ ─ ₉⁸₈ ─ ₉⁸₈ ─

₉⁸₈ ─ ₉⁸₈ ─ ─ ┘ ─ ₉ ┘₈ ─ ┘

₉⌐ ∆╢ ╩ ╗ ⅜ ↕╣⁸∕╣⌐ ≠™≡ ┘ ⅜ ↕╣≡™╢⁹ 
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─ ⁸ ↄ ⌐ ╩ ╢↓≤⅜≢⅝╢ ⌐╟∫≡⁸ ⌐ ⅜ ↕╣≡™╢⁹ 

 

11  ─ ≤⌂╢ ⌐≈™≡⁸ ⁸ ┘ ╩ ™⁸ ⌂ ≢ ↕╣≡™╢↓≤⁹ 

⌐⅔™≡│⁸ ─ ≤⌂╢ │⁸₈ ₉─ ה ─ ⁸

₈ ₉⁸₈ ₉ ┘₈ ₉⌐⅔™≡ ↕╣⁸ ⁸

┘ ⱪכꜟ◓ ⌐⅔™≡ ↕╣≡™╢⁹ 

 

─ ╩ ⇔⁸₈ 11 ─∆═≡─ ╩ √⇔≡™╢⁹₉≤ ∆╢⁹ 

 

２ 指摘事項 

【優れた点】 

ủ ⌐≈™≡⁸∕─ ─ ╩ ⅛⇔√ ≢─ ╛ ⌐ ∆╢ ⅜⁸

►▼Ⱪ◘▬♩─₈ ₉╩ ∂≡ ↕╣≡™╢⁹ 
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㐃ᦠᩍဨࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊ୰㒊ᆅ༊ࡢᴗἲົ㐃ᦠࢆᅗࠊࡾ◊✲యไᩚࢆഛࣉࢵࢩ࣮ࣥࢱࣥࠊࡶࡿࡍ➼

୰㒊᪥ᮏࠊࡶࢆ✚㦂⤒ࡢࡽࢀࡇࠊࡣᮏἲ⛉Ꮫ㝔ࠋࡓࡁ࡚ࡋά⫱ἲᏛᩍࢆᡂᯝࡢ㐃ᦠ♫࡚ࡌ㏻ࢆ

࣍ࡘࠊࢀඃᑓ㛛ᛶࠊࡋ㏻ᬡ࡞ၥ㢟ࡿࡍ㛵ᾘ㈝⪅ಖㆤࠊቃၥ㢟⎔ࠊၥ㢟♴⚟ࠊ࡚ࡋᇶᖿᏛࡿࡅ࠾

୰㒊ᆅ༊ࠊࡶࡍᣦ┠ࢆ㣴ᡂࡢἲ᭪ࡓࢀࡢࢫࣥࣛࣂࠊࡿࡁᥦ౪࡛༑ศࡶࢫࣅ࣮ࢧࡢ࡚ࡋ࣮ࢱࢡࢻ࣒࣮

�ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣦ┠ࢆ㣴ᡂࡢἲ᭪࠸ᙉᴗἲົࠊࡋᙉࡽࡉࢆ㐃ᦠࡢᴗἲົࡢ

ἲⓗㅖၥ㢟࠺క㐍ᒎࡢሗ♫ࠊࡣᮏἲ⛉Ꮫ㝔ࠊ࡚ࡋࡢࡶࡿࡍඹ㏻ࡶἲ᭪ࡢࢀࡎ࠸ࡢ௨ୖࠊ࠾࡞
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ⅲ 自己評価書等 

 

 対象法科大学院を置く大学から提出された自己評価書本文及び自己評価書の別添として提出された資料一覧に

ついては、機構ウェブサイト（評価事業）に掲載しておりますのでご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

機構ウェブサイト  http://www.niad.ac.jp/ 

 

自己評価書     http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/ 

houka/no6_2_jiko_nagoya_h201403.pdf 

 




